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一 

 



 

近
の
「
民
間
活
力
」
に
よ
る
都
市
再
開
発
事
業
等
の
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
公
共
事
業
の
拡
大
で
建
設
残
土
の

発
生
量
が
増
大
し
、
首
都
圏
（
一
都
三
県
）
で
五
千
二
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
、
大
阪
府
で
千
六
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル

に
達
し
て
い
る
。
首
都
圏
の
発
生
土
量
の
処
分
状
況
は
、
内
陸
処
分
地
三
八
・
二
％
、
海
面
埋
立
地
三
二
・
八
％
、

工
事
現
場
一
三
・
八
％
と
な
つ
て
お
り
、
大
阪
府
の
場
合
、
埋
立
処
分
七
一
・
七
％
、
再
利
用
二
七
・
五
％
と
な

つ
て
い
る
。
こ
れ
ら
内
陸
及
び
埋
立
の
処
分
地
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
の
東
京
都
及
び
区
市
町
村
の
発
注
工
事
残

土
の
場
合
、
東
京
都
下
四
六
・
九
％
、
他
県
五
三
・
一
％
と
な
つ
て
お
り
、
昭
和
六
十
年
度
の
大
阪
府
の
場
合
大

阪
府
下
八
六
・
三
％
、
他
府
県
一
三
・
七
％
と
な
つ
て
い
る
。 

建
設
残
土
の
処
分
は
、
建
設
事
業
の
拡
大
と
と
も
に
大
都
市
周
辺
へ
の
依
存
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
優
良
な
農

地
及
び
林
地
つ
ぶ
し
に
よ
る
自
然
環
境
破
壊
や
建
設
廃
材
等
の
産
業
廃
棄
物
を
混
入
し
て
処
分
す
る
不
法
投
棄
等 

 
建
設
残
土
及
び
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

の
社
会
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
建
設
残
土
の
処
分
問
題
は
、
大
都
市
圏
か
ら
地
方
都
市
に
も
及
ん

で
お
り
、
新
た
な
処
分
地
の
確
保
の
困
難
さ
か
ら
残
土
の
減
量
及
び
再
利
用
対
策
等
が
課
題
と
な
つ
て
い
る
。
例

え
ば
、
京
都
府
の
田
辺
町
で
は
産
業
廃
棄
物
を
混
入
し
た
建
設
残
土
の
投
棄
が
横
行
し
て
い
る
。
大
阪
府
側
か
ら

同
町
薪
（
た
き
ぎ
）
ア
チ
ラ
谷
と
天
王
栗
林
に
大
量
の
建
設
残
土
が
運
び
込
ま
れ
、
え
ん
堤
も
な
く
谷
を
埋
め
続
け

て
い
る
。
ア
チ
ラ
谷
で
は
、
手
原
川
の
河
川
敷
ま
で
残
土
が
高
く
積
ま
れ
て
お
り
、
栗
林
で
は
錆
川
の
上
流
が
完

全
に
埋
め
ら
れ
、
下
流
の
水
田
に
泥
を
吐
き
出
し
て
い
る
。
地
元
で
は
、
建
設
残
土
に
混
入
し
た
有
害
な
化
学
物

質
に
よ
る
水
田
や
飲
料
水
へ
の
影
響
、
大
雨
に
よ
る
土
砂
崩
れ
等
の
被
害
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。 

残
土
処
分
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
の
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
抵
触
し
な
い
ば
か
り

か
、
規
制
す
る
法
律
が
な
い
た
め
、
た
だ
農
地
法
、
森
林
法
等
の
残
土
の
処
分
を
受
け
入
れ
る
側
の
規
制
対
象
に

な
ら
な
い
か
ぎ
り
、
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
京
都
府
で
は
二
百
十
六
件
の
林

地
開
発
の
う
ち
森
林
法
の
規
制
を
受
け
な
い
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
林
地
開
発
が
百
三
十
三
件
、
四
十
三
・
二
へ 

四 

 



 

そ
こ
で
そ
の
自
衛
対
策
と
し
て
、
千
葉
県
内
の
三
十
五
市
町
村
で
の
「
残
土
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
、
盛
土

及
び
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
」
や
三
重
県
の
津
市
な
ど
二
市
一
村
で
の
「
水
道
水
源
保
護
条
例
」
が
制

定
さ
れ
る
な
ど
、
大
都
市
近
郊
の
各
地
方
自
治
体
で
さ
ま
ざ
ま
な
残
土
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

で
は
残
土
投
棄
か
ら
優
良
な
農
地
及
び
林
地
や
水
道
水
源
を
は
じ
め
自
然
環
境
を
保
全
す
る
た
め
の
十
分
な
規
制

が
で
き
ず
、
新
た
な
法
的
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

ク
タ
ー
ル
に
及
ん
で
お
り
、
田
辺
町
の
残
土
投
棄
は
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
千
葉
県
で
は
、
九
十

二
件
の
林
地
開
発
の
う
ち
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
林
地
開
発
は
四
十
件
、
二
十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
つ
て
い
る
。 

日
本
共
産
党
は
、「
民
活
」
路
線
に
よ
る
都
市
計
画
や
建
築
規
制
の
緩
和
な
ど
大
企
業
本
位
の
都
市
づ
く
り
や
公

共
事
業
に
反
対
し
、
住
民
の
合
意
と
参
加
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
都
市
近
郊
の
農
地
や
林

地
を
は
じ
め
自
然
環
境
の
保
護
を
強
く
要
請
し
て
き
た
。 

大
企
業
本
位
の
都
市
づ
く
り
に
よ
る
残
土
及
び
廃
棄
物
の
投
棄
を
野
放
し
に
し
、
地
下
水
汚
染
や
悪
臭
等
地
域 

五 

 



 

住
民
の
生
活
及
び
自
然
環
境
を
破
壊
し
て
き
た
政
府
の
責
任
は
重
大
で
あ
り
、
建
設
残
土
及
び
廃
棄
物
の
適
正
処

理
対
策
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

一 

建
設
残
土
等
の
発
生
量
及
び
処
理
の
実
態
調
査
に
つ
い
て 

建
設
省
は
、
七
十
五
年
及
び
八
十
五
年
に
首
都
圏
（
一
都
三
県
）
に
お
け
る
残
土
の
発
生
と
処
分
を
サ
ン
プ
ル

調
査
に
よ
る
推
計
を
行
つ
て
お
り
、
九
十
五
年
に
は
七
千
三
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
と
し
て
い
る
。
ま 

 

た
、
東
京
都
は
八
十
二
年
及
び
八
十
六
年
に
調
査
を
行
つ
て
お
り
、
残
土
発
生
量
約
二
千
百
五
十
三
万
立
方 

 

メ
ー
ト
ル
の
う
ち
六
一
・
三
％
が
内
陸
部
処
分
と
な
つ
て
い
る
。
大
阪
府
の
昭
和
六
十
年
度
の
拡
大
推
計
発
生

量
結
果
も
千
六
百
二
十
二
万
立
方
メ
ー
ト
ル
と
な
つ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
七
一
・
七
％
は
埋
立
処
分
と
な
つ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
調
査
は
サ
ン
プ
ル
調
査
を
推
計
し
た
り
、
建
設
系
廃
棄
物
量
に
拡
大
推
計
し
た
に

す
ぎ
な
い
し
、
内
陸
地
処
分
や
埋
立
処
分
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
東
京
都
の 

し
た
が
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 
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二 

建
設
残
土
の
処
理
規
制
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
つ
い
て 

2 

ま
た
、
京
都
府
田
辺
町
で
建
設
残
土
に
見
せ
か
け
た
産
業
廃
棄
物
の
投
棄
に
よ
つ
て
、
河
川
の
形
状
変
更

や
泥
の
流
出
等
が
生
じ
て
お
り
、
早
急
に
調
査
し
現
状
回
復
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

1 

今
後
の
建
設
残
土
対
策
を
設
定
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
全
数
調
査
に
よ
る
正
確
な
発
生
量
及
び
処
分
状
況

の
把
握
が
必
要
で
は
な
い
か
。 

発
生
量
の
一
八
・
六
％
を
処
分
す
る
羽
田
沖
等
の
海
面
埋
立
は
九
十
五
年
度
ま
で
で
終
了
す
る
し
、
大
阪
府
の

場
合
も
新
た
な
埋
立
処
分
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
非
常
に
困
難
に
な
つ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
た
が 

つ
て
、 と

り
わ
け
、
内
陸
地
処
分
及
び
埋
立
処
分
に
よ
つ
て
、
優
良
な
農
地
及
び
林
地
つ
ぶ
し
や
地
下
水
等
の
水

質
・
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
実
態
を
調
査
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

建
設
残
土
は
、「
民
活
」
に
よ
る
都
市
再
開
発
事
業
等
の
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
公
共
事
業
の
拡
大
で
、
建
設 

七 

 



 

1 

建
設
産
業
の
活
動
に
よ
つ
て
発
生
す
る
建
設
残
土
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
生
活
及
び
自
然
環
境
の
保
全 

建
設
工
事
等
に
よ
る
一
般
残
土
は
、
廃
棄
物
処
理
法
の
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
ば
か
り
か
、
処
分
の
規
制
措

置
が
な
く
、
処
分
地
が
関
係
法
令
に
抵
触
し
な
い
限
り
自
由
に
何
処
に
で
も
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
こ
れ
だ
け
の
膨
大
な
建
設
残
土
の
発
生
に
よ
つ
て
、
千
葉
県
や
三
重
県
の
地
方
自
治
体
の
条
例
等
に
よ
つ

て
も
十
分
な
残
土
処
理
の
規
制
が
で
き
ず
、
生
活
・
自
然
環
境
に
悪
影
響
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
現
在
、
建
設

残
土
の
発
生
及
び
処
分
に
つ
い
て
の
法
的
規
制
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ 

て
、 

省
の
推
計
で
も
九
十
五
年
に
は
首
都
圏
で
七
千
三
百
万
立
方
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現

状
で
は
指
定
処
分
さ
れ
る
の
は
二
割
程
度
で
あ
り
、
残
り
は
自
由
処
分
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
も
、
指
定
処
分

の
う
ち
羽
田
沖
等
の
公
営
処
分
地
に
処
分
で
き
る
の
は
三
～
四
割
程
度
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
ま
す
ま

す
遠
距
離
化
し
、
不
適
正
な
処
理
と
な
り
、
生
活
環
境
悪
化
や
交
通
問
題
等
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。 

八 

 



 

三 

廃
棄
物
処
理
法
の
整
備
充
実
に
つ
い
て 

3 

ま
た
、
全
工
事
指
定
地
処
分
制
の
実
施
、
工
事
現
場
内
利
用
等
に
よ
る
発
生
量
の
抑
制
、
公
園
整
備
等
に

よ
る
再
利
用
の
促
進
等
の
対
策
を
図
り
、
建
設
残
土
に
よ
る
生
活
・
自
然
環
境
の
破
壊
や
災
害
を
少
な
く
す

べ
き
で
は
な
い
か
。 

2 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
に
当
た
つ
て
は
、
企
業
責
任
に
よ
る
建
設
廃
棄
物
の
中
間
処
理
を
明
記
し
、
単
に

建
設
汚
泥
を
脱
水
し
て
一
般
残
土
に
紛
れ
込
ま
せ
て
処
分
す
る
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
が

ど
う
か
。 

京
都
府
田
辺
町
の
場
合
の
よ
う
に
、
建
設
残
土
に
見
せ
か
け
産
業
廃
棄
物
を
投
棄
し
て
も
、
地
方
自
治
体
は

保
健
所
及
び
警
察
署
に
通
報
す
る
の
み
で
、
廃
棄
物
の
撤
去
等
の
適
切
な
行
政
処
置
が
で
き
な
い
状
況
に
あ 

る
。 上

、
新
た
な
法
的
規
制
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

九 

 



 

1 

国
は
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
不
適
正
な
処
理
か
ら
生
活
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
不
法
投
棄
に
対
す

る
行
政
措
置
（
現
状
回
復
命
令
等
）
、
処
理
業
者
の
許
可
要
件
、
排
出
事
業
者
の
責
任
の
明
確
化
、
汚
染
さ
れ 

ま
た
、
処
理
業
者
が
法
の
求
め
る
要
件
を
備
え
て
い
れ
ば
、
優
良
の
農
地
及
び
林
地
や
水
源
涵
養
地
域
で
あ

ろ
う
が
立
地
の
規
制
を
受
け
ず
、
し
か
も
住
民
が
設
置
に
同
意
し
な
く
て
も
単
な
る
届
出
で
許
可
さ
れ
て
お 

り
、
現
行
法
の
不
備
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、 

建
設
残
土
に
見
せ
か
け
て
産
業
廃
棄
物
を
投
棄
し
た
り
、
適
正
に
廃
棄
物
の
分
別
処
理
を
し
な
い
こ
と
か 

ら
、
河
川
の
汚
濁
、
地
下
水
の
汚
染
等
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
産
業
廃
棄
物
の

終
処
分
場
の
基
準
の

見
直
し
や
排
出
事
業
者
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
処
理
業
者
が
汚
泥
、
建
設
廃
材
等
の
産
業
廃
棄
物
を
大
半
が
自
由
処
分
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
残
土
に

含
ま
せ
て
処
分
し
た
り
、
下
請
け
の
運
搬
業
者
を
使
つ
て
生
活
環
境
の
保
全
上
に
不
適
正
な
保
管
積
み
替
え
施

設
や
処
理
場
に
処
分
等
を
行
う
な
ど
処
理
業
者
の
許
可
要
件
に
そ
ぐ
わ
な
い
状
況
が
お
き
て
い
る
。 一

〇 

 



 

四 

森
林
法
に
お
け
る
残
土
処
理
に
当
た
つ
て
の
林
地
開
発
の
規
制
強
化
に
つ
い
て 

1 

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
転
用
で
あ
つ
て
も
国
土
保
全
上
解
除
を
認
め
ず
、
解
除
す
る
場
合
も
指
定
の
目
的

に
支
障
の
な
い
代
替
施
設
の
設
置
等
を
規
定
さ
れ
て
い
る
保
安
林
の
よ
う
に
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
民
有 

2 

ま
た
、
優
良
な
農
地
及
び
林
地
や
水
源
涵
養
地
を
保
護
す
る
た
め
、
処
理
施
設
の
立
地
規
制
、
環
境
ア
セ

ス
メ
ン
ト
、
住
民
の
同
意
義
務
等
の
法
的
整
備
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

森
林
法
で
は
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
林
地
を
開
発
す
る
場
合
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
、
災
害

の
発
生
、
水
源
涵
養
、
環
境
の
保
全
上
の
許
可
基
準
に
従
つ
て
切
土
、
盛
土
、
捨
土
、
え
ん
堤
、
排
水
施
設
等

の
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
林
地
開
発
に
つ
い
て
は
何
ら
の
規
定
も
な 

 

い
。
そ
こ
で
京
都
府
の
田
辺
町
の
よ
う
な
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、 

た
工
場
敷
地
内
土
壌
の
適
正
処
分
、

終
処
分
場
の
基
準
の
見
直
し
（
止
水
工
事
等
）
等
の
法
的
整
備
を
早
急

に
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
一 

 



 

五 

水
道
法
に
よ
る
水
源
保
護
措
置
に
つ
い
て 

2 

ま
た
、
法
の
目
的
と
都
道
府
県
知
事
の
許
可
権
か
ら
し
て
、
各
地
方
自
治
体
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
林

地
開
発
で
も
国
土
保
全
上
必
要
な
規
制
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
森
林
法
の
政
省
令
を
改
正
す
べ
き
で
は
な

い
か
。 

産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
や
不
適
正
な
処
理
に
よ
つ
て
、
水
道
水
源
や
地
下
水
の
汚
染
な
ど
生
活
環
境
に
悪

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
水
道
法
で
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
、
「
水
源
及
び
水
道
施
設
並 

 

び
に
こ
れ
ら
の
周
辺
の
清
潔
保
持
並
び
に
水
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
使
用
に
関
し
必
要
な
施
策
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
水
道
事
業
者
等
は
、
水
源
の
汚
濁
防
止
の
た
め
関
係
行
政
機
関
の
長
等

に
適
当
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
水
源
地
に
産
業
廃
棄
物
処
理
場
等
が 

林
で
あ
つ
て
も
建
設
残
土
の
投
棄
に
対
す
る
環
境
の
保
全
及
び
災
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
特
別
な
規
制
措

置
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

一
二 

 



 

 

一
三 

設
置
さ
れ
よ
う
と
し
て
も
、
地
方
公
共
団
体
及
び
水
道
事
業
者
は
水
源
の
清
潔
保
持
の
た
め
の
有
効
な
手
段
を

講
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
許
可
さ
れ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
三
重
県
の
津
市
な
ど
二
市
一
村
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
「
水
道
水
源
保
護
条
例
」
を

制
定
し
、
水
源
保
護
地
域
に
産
業
廃
棄
物
処
理
場
等
の
設
置
を
規
制
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
条
例
は
、
規

制
物
質
の
対
象
や
水
質
基
準
が
明
確
で
な
い
な
ど
残
土
処
理
の
十
分
な
規
制
措
置
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
つ

て
、 

1 

産
業
廃
棄
物
等
に
よ
る
水
質
汚
染
や
河
川
の
水
質
汚
濁
が
高
ま
つ
て
い
る
現
在
、
国
の
責
務
と
し
て
水
源

の
清
潔
保
持
の
た
め
、
水
道
法
に
水
源
保
護
地
域
等
の
規
制
措
置
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

2 

ま
た
、
水
道
法
で
明
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
が
自
ら
の
責
務
と
し
て
必
要
な
施
策
を
講
じ

ら
れ
る
よ
う
水
道
法
第
二
条
第
一
項
の
政
省
令
の
整
備
を
図
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


